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使用済燃料貯蔵対策の取組強化について 

（「使用済燃料対策推進計画」） 
 

2026 年 2 月 12 日 

電気事業連合会 

 

 

 

 

１．基本的考え方 

○ 我が国は、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有

害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプル

トニウム等を有効利用する原子燃料サイクルの推進を基本的方針

としている。 

○ 電気事業者（電力 9 社及び日本原子力発電）は、このような基本

的方針の下、使用済燃料を六ヶ所再処理工場で再処理するとした

原子燃料サイクルを推進しており、安全確保を大前提に、六ヶ所

再処理工場の竣工及び竣工後の安全・安定操業に向けた取り組み

等を実施しているところであり、引き続き、業界一丸となって取

り組んでいく。 

○ 使用済燃料については、六ヶ所再処理工場への搬出を前提とし、

その搬出までの間、各原子力発電所等において、安全を確保しな

がら計画的に貯蔵対策を進めてきており、引き続き、発電所の敷

地内外を問わず、中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設・活用を

進めることにより、使用済燃料の貯蔵能力の拡大を図ることとし

ている。 

○ また、各社の取り組みはもとより、事業者間の連携を一層強化し、

取り組みを着実に推進する。 
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２．各社の取り組み 

○ これまで使用済燃料の発生量見通し等に応じて、使用済燃料貯蔵

設備のリラッキングによる増容量、敷地内乾式貯蔵施設の設置、

敷地外中間貯蔵施設の設置等の必要な貯蔵対策に取り組んできて

いる。（添付資料 1） 

○ 今後も、原子力発電所の再稼働や廃止措置を踏まえた使用済燃料

の発生量見通し等に応じて、引き続き、地元の皆さまのご理解を

得ながら、必要な対策を安全かつ計画的に進めていく。 

○ 「使用済燃料対策に関するアクションプラン」により、事業者に

対して、『使用済燃料対策推進計画』の策定の要請がなされたこと

から、各社の具体的な使用済燃料対策方針（添付資料2）をとりま

とめ、それに基づき取り組んできている。 

 リラッキング 

（九州電力） 

 2019 年 11 月、玄海原子力発電所のリラッキング（290 トン）

に係る原子炉設置変更許可。 

 2020年 3月、設計及び工事の計画認可（以下、「設工認」と

いう。）。 

 2024 年 12 月、運用開始。 

 乾式貯蔵施設 

（中部電力） 

 2015 年 1 月、浜岡原子力発電所敷地内への乾式貯蔵施設

（400 トン）の設置に係る原子炉設置変更許可申請。 

 2024 年 11 月、乾式貯蔵施設の設計方針変更の公表（800 ト

ンに変更） 

（四国電力） 

 2020 年 9 月、伊方発電所敷地内への乾式貯蔵施設（500 ト

ン)の設置に係る原子炉設置変更許可。 

 2021 年 7 月、設工認認可。 

 2025 年 7 月、運用開始。 
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（九州電力） 

 2021 年 4 月、玄海原子力発電所敷地内への乾式貯蔵施設

（440 トン）の設置に係る原子炉設置変更許可。 

 2025 年 4 月、設工認認可。 

 2025 年 10 月、川内原子力発電所敷地内への乾式貯蔵施設

（260 トン）の設置に係る原子炉設置変更許可申請。 

（東北電力） 

 2025 年 5 月、女川原子力発電所敷地内への乾式貯蔵施設

（240 トン）の設置に係る原子炉設置変更許可。 

 2026 年 2 月、設工認申請。 

 中間貯蔵施設 

（東京電力ＨＤ及び日本原子力発電） 

 2020年 11月、東京電力ＨＤと日本原子力発電が設立したリ

サイクル燃料貯蔵株式会社のリサイクル燃料備蓄センター

（3,000 トン）において、使用済燃料貯蔵事業変更許可。 

 2022 年 8 月、設工認変更認可。 

 2023 年 8 月、保安規定変更認可。 

 2024 年 11 月、事業開始 

（中国電力） 

 2023 年 8 月、上関町からの地域振興策の検討要請に対し、

使用済燃料中間貯蔵施設の設置に係る調査・検討の実施を

回答。 

 2025 年 8 月、上関地点における使用済燃料中間貯蔵施設の

設置に係る立地可能性調査の結果、技術的に対応できない

問題はなく、立地は可能であると判断した旨の報告書を、

上関町長に提出 

○ 各社においては、現在の使用済燃料の貯蔵状況、今後の発生状況

等を踏まえて、使用済燃料対策を検討している。なお、現在の原

子力発電所の安全審査の状況等を考慮すると、今後発生する使用

済燃料の見通しについては、一定の不確実性を伴うものの、使用

済燃料対策に万全を期す観点から、考えられる最大限の想定の下

での試算を行っている。 
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３．事業者全体の取り組み 

○ 安全確保を大前提に、六ヶ所再処理工場の竣工及び竣工後の安

全・安定操業に向けて取り組んでいるところであり、引き続き、

業界一丸となって取り組んでいく。 

○ 具体的には、サイクル推進タスクフォースのもと、技術面だけで

なく、日本原燃上層部と連携した課題の深掘り、早期対策の実施

などマネジメント面での支援、実務部隊との協働やステアリング

チーム等とのつなぎ役となる技術リエゾンを担う支援者の派遣に

取り組んでいく。 

○ 各社の取組状況を踏まえ、引き続き、発電所敷地内の使用済燃料

貯蔵設備の増容量化（リラッキング、乾式貯蔵施設の設置等）、中

間貯蔵施設の建設・活用等のあらゆる対策を実施することにより、

六ヶ所再処理工場への搬出に加えて、事業者全体として、2020 年

代半ば頃に現在計画されている対策を中心に 4,000tU 程度、2030

年頃に 2,000tU 程度、合わせて 6,000tU 程度の使用済燃料貯蔵対

策を目指していく。さらに、今後具体化した対策については、順

次、追加していくものとする。 

○ 現時点において、使用済燃料貯蔵容量の拡大について具体的な進

捗が得られているが、全体の計画の実現に向けて更に取り組みを

進める必要がある。（添付資料 3、添付資料 4） 

 リラッキング 

 九州電力（290 トン） 

 乾式貯蔵施設 

 中部電力（800 トン） 

 四国電力（500 トン） 

 九州電力（700 トン） 

 東北電力（240 トン） 

 中間貯蔵施設 

 東京電力ＨＤ及び日本原子力発電（3,000 トン） 

（リサイクル燃料備蓄センター） 
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○ 具体的には、事業者として、安全を最優先に審査等に真摯に対応

し着実に前進させる。また、国の関与のもと、中間貯蔵や乾式貯

蔵の着実な推進のため、地元のご理解に向けて最大限の努力を行

うとともに、事業者間の連携・協力をより一層強化し、使用済燃

料対策推進計画の早期実現に向け、取り組んでいく。 

○ なお、本使用済燃料対策推進計画については、今後の再稼働の状

況等を踏まえて、必要に応じて、適切に見直していく。 

（１）推進体制の強化 

○ これまでも使用済燃料貯蔵対策に係る制度整備・情報共有・安全

貯蔵技術の研究開発を、事業者全体で取り組んできているところ

である。 

○ 国のアクションプラン並びにエネルギー基本計画において、発電

所の敷地内外を問わず新たな地点の可能性の幅広い検討を始め、

中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設・活用の促進に向け、各電

気事業者の積極的な取り組みはもとより、電気事業者間の共同・

連携による事業推進の検討の必要性が示されている。 

○ 電気事業連合会に設置した電力 9 社と日本原子力発電の社長で構

成する『使用済燃料対策推進連絡協議会』による使用済燃料の貯

蔵能力拡大に向けた推進体制の強化を継続する。 

○ 使用済燃料対策推進協議会における幹事会の枠組みを活用し、日

本原燃六ヶ所再処理工場の竣工及び竣工後の安全・安定操業に向

けた取組状況、使用済燃料貯蔵能力拡大ならびに事業者間の連

携・協力の取組状況、自治体や地域団体への理解活動の状況等に

ついて、定期的に国に報告・共有を行い、対応について検討する。 

（実績） 
使用済燃料対策推進協議会 使用済燃料対策推進協議会幹事会 

2015 年 11 月 20 日 第 1 回 2021 年 6 月 9 日 第 1 回 
2016 年 10 月 20 日 第 2 回 2022 年 2 月 10 日 第 2 回 
2017 年 10 月 24 日 第 3 回 2023 年 6 月 2 日 第 3 回 
2018 年 11 月 20 日 第 4 回 2024 年 12 月 12 日 第 4 回 
2020 年 7 月 2 日 第 5 回 2025 年 2 月 6 日 第 5 回 
2121 年 5 月 25 日 第 6 回 2025 年 3 月 6 日 第 6 回 
2024 年 1 月 19 日 第 7 回 2025 年 6 月 12 日 第 7 回 
2025 年 4 月 17 日 第 8 回 2025 年 8 月 7 日 第 8 回 

－ － 2025 年 10 月 9 日 第 9 回 
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（２）実施項目 

○ 使用済燃料対策推進連絡協議会の下、六ヶ所再処理工場の竣工及

び竣工後の安全・安定操業に取り組むとともに、使用済燃料の貯

蔵能力拡大に向けて、添付資料 5 及び添付資料 6 のとおり取り組

む。 

① 六ヶ所再処理工場の竣工及び竣工後の安全・安定操業に向けた取組 

 原子力発電所の新規制基準適合性審査及び運転経験等により得

られた知見を踏まえた支援 

 設工認審査、工事管理、保全技術力強化に係る支援 

② 六ヶ所再処理工場の安定操業に向けたプルサーマル計画の推進に係

る取組の強化 

 プルサーマル発電の実施に向けた対応 

 島根原子力発電所 2号機において計画するプルサーマル発

電の実施に向けた取り組みを関係自治体に説明 

 事業者間の連携・協力によるプルトニウム消費 

 事業者間でプルトニウムの交換を行い、プルトニウムの早

期消費における最大限の取り組み 

③ 使用済ＭＯＸ燃料の再処理技術の確立 

 2030 年代後半を目途に技術を確立するべく、許認可取得や 

経済合理性を含めた実運用の観点からのデータ充実化の検討 

 国内で保有する使用済ＭＯＸ燃料の仏国での、再処理実証

研究を実施 

④ 使用済燃料貯蔵能力拡大に係る技術検討 

 共同での研究開発 

 貯蔵方式の多様化や将来貯蔵が必要となる燃料の貯蔵に向

けた技術課題の検討 等 

【研究テーマの例】 

 キャスクバスケット用アルミニウム合金の開発 

 高燃焼度燃料の貯蔵に向けた技術課題検討 

 コンクリートキャスクの実用化に向けた技術課題検討 

 金属キャスクの長期健全性に係る海外情報調査 

 緩衝体木材の経年変化に関する調査  



 

7 
 

⑤ 使用済燃料貯蔵能力拡大に係る理解活動の強化に向けた検討 

 電気事業連合会の広報活動 

 報道機関への説明、広報資料・ＨＰ・ＳＮＳ等の活用、 

メディアへの展開等を通じた理解促進 等 

 各社の広報活動 

 自治体・地域団体等への訪問・説明、報道機関への説明、

広報資料・ＨＰ・ＳＮＳ等の活用等を通じた理解促進 等 

⑥ 中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設・活用の促進に向けた検討 

 メーカによる輸送・貯蔵兼用乾式キャスクの型式証明・型式指

定の取得における技術協力 

 型式証明 

 申請件数：15 件、取得件数：15 件 

 型式指定 

 申請件数：7件、取得件数：5件 

（※）2025 年 12 月末時点での申請、取得状況 

 輸送・貯蔵兼用乾式キャスクの審査状況の事業者間共有 

 各社の地域での理解活動に関する情報交換 

 前項の理解活動における良好事例の共有 等 

 中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設の建設・活用に向けた更なる事業

者間連携の検討 等 

⑦ 使用済燃料発生量の低減に係る検討 

 燃焼度向上研究等を通じた燃焼度を高めた燃料の導入による使

用済燃料発生量の低減に係る検討 

 

以 上   
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*1：設置変更許可申請または審査中、*2：設工認審査中、*3：設工認申請予定、*4：工事中 

電力会社名 発電所名 これまでの対策状況 

北海道電力 泊 共用化（１，２号炉と３号炉） 

東北電力 
女川 共用化（１号炉と２，３号炉）、乾式貯蔵施設設置（２号炉）*2 
東通 － 

東京電力ＨＤ 

福島第一 リラッキング（１，２，３，４，５，６号炉）、共用プール、 
乾式貯蔵施設設置（４，５，６号炉）、乾式キャスク仮保管設備 

福島第二 リラッキング（１，２，３，４号炉）、共用化（１，２，３，４号炉）、 

柏崎刈羽 ラック増設（１，３，４，６，７号炉）、リラッキング（２，５号炉）、 
共用化（１，２，５号炉と３，４，６，７号炉） 

中部電力 浜岡 
リラッキング（１，２，３号炉）、ラック増設（４号炉）、 
共用化（１，２，３号炉と４号炉、１，２，３，４号炉と５号炉）、 
乾式貯蔵施設設置*1 

北陸電力 志賀 リラッキング（１号炉） 

関西電力 

美浜 共用化（１号炉と３号炉、２号炉と３号炉）、 
リラッキング（２，３号炉） 

高浜 
共用化（１号炉と３，４号炉、２号炉と３，４号炉、３号炉と４号炉）、
プール増設（３，４号炉Ｂエリア）、 
リラッキング（３，４号炉Ａエリア） 

大飯 共用化（１，２号炉と３号炉、１，２号炉と４号炉）、 
プール増設（３，４号炉Ｂエリア） 

中国電力 島根 
共用化（１号炉と２号炉）、 
ラック増設・リラッキング（１号炉）、 
リラッキング（２号炉） 

四国電力 伊方 共用化（１，２号炉と３号炉） 
リラッキング（３号炉）、乾式貯蔵施設設置 

九州電力 

玄海 共用化（１，２号炉と４号炉、３号炉と４号炉） 
リラッキング（３号炉）、乾式貯蔵施設設置*4 

川内 リ ラ ッ キ ン グ （ １ ， ２ 号 炉 ） 、 共 用 化 （ １ 号 炉 と ２ 号 炉 ） 
乾式貯蔵施設設置*1 

日本原子力発電 
敦賀 

ラック増設（１号炉） 
共用化（２号炉に１号炉燃料用のラックを設置） 
リラッキング（１，２号炉） 

東海第二 リラッキング、乾式貯蔵施設設置 
 

【発電所敷地外施設】 

電力会社名 地点名 これまでの対策状況 

東京電力ＨＤ 
むつ市 乾式貯蔵施設設置（リサイクル燃料備蓄センター） 

日本原子力発電 

 

 

 

各社のこれまでの対策状況 
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電気事業者は、国の政策に基づき、使用済燃料を六ヶ所再処理工場で再処理するとした原子燃料サイクルを推進しているところである。そのような考え

の下、使用済燃料は、六ヶ所再処理工場への搬出を前提とし、その搬出までの間、各原子力発電所等において、安全を確保しながら計画的に貯蔵対策を

進めてきている。今後も引き続き、同工場の竣工に向けた取り組みを進めていくとともに、下表に取りまとめた対策方針に基づき、取り組んでいく。 

 

電力会社 発電所名 当面の使用済燃料対策方針 将来の使用済燃料対策方針 

北海道電力 泊 現行の使用済燃料ピットを活用する。 
使用済燃料の貯蔵状況等を勘案して、乾式貯蔵施設を含め種々の貯蔵方策につい

て検討する。 

東北電力 
女川 

現行の使用済燃料プールを活用する。また，敷地内の乾式貯蔵施設への搬出を計画し
ている。（240tU 増容量、2025 年 5 月設置変更許可） 

当面の対策を継続するとともに、使用済燃料の貯蔵状況等を勘案して、敷地内外
における乾式貯蔵施設等種々の貯蔵方策について検討する。 

東通 現行の使用済燃料プールを活用する。 

東京電力ＨＤ 

福島第一 乾式キャスク仮保管設備への搬出を計画している。 
乾式キャスク仮保管設備への搬出を計画している。 

（福島第一廃止措置工程全体の中で検討） 

福島第二 現行の使用済燃料プールにて保管する。 現行の使用済燃料プール及び将来導入予定の乾式貯蔵施設にて保管する。 

柏崎刈羽 
リサイクル燃料備蓄センターへの搬出を計画している。 
（2024 年 11 月事業開始、3,000tU） 

リサイクル燃料備蓄センターへの搬出を計画している。 
（最終貯蔵量 5,000tU） 

中部電力 浜岡 

現行の使用済燃料プールを活用する。また、敷地内の乾式貯蔵施設への搬出を計画し

ている。（2015 年 1 月設置変更許可申請。2024 年 11 月設計方針を変更（800tU に変
更）） 

当面の対策を継続するとともに、使用済燃料の貯蔵状況等を勘案して、敷地内外
における乾式貯蔵施設等の貯蔵方策について検討する。 

北陸電力 志賀 現行の使用済燃料プールを活用する。 敷地内外における乾式貯蔵施設等種々の貯蔵方策について検討する。 

関西電力 

美浜 福井県外における中間貯蔵について、理解活動、可能性調査等を計画的に進め、2030

年頃に 2 千トン U 規模で操業開始する。 
計画遂行にあたっては使用済燃料対策の重要性に鑑み、迅速かつ的確に対応し、でき
る限り前倒しを図る。 

「使用済燃料対策ロードマップ」（2025 年 2 月 13 日に見直したロードマップを公表）
に基づき、着実に発電所が継続して運転できるよう、あらゆる可能性を組み合わせ
て、必要な搬出容量を確保する。 

当面の対策に加え、その進捗の状況や使用済燃料の発生見通し等を踏まえつつ、
国のエネルギー基本計画やアクションプランに沿って、事業者間の共同・連携な

ど、あらゆる可能性について検討・対応していく。 

高浜 

大飯 

中国電力 島根 現行の使用済燃料プールを活用する。 
使用済燃料の貯蔵状況等を勘案して，敷地内外における乾式貯蔵施設等種々の貯
蔵方策について検討する。 

四国電力 伊方 
現行の使用済燃料ピット及び敷地内乾式貯蔵施設を活用する。（2025年 7月運用開始、
500tU） 

当面の対策を継続するとともに、使用済燃料の発生見通しや再処理工場の状況等
を踏まえつつ、計画的に搬出していく。 

九州電力 

玄海 

2024年 11月に３号機の使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の増強（リラッキング）工事が
完了し、2024 年 12 月から運用を開始（290tU 増容量、2019 年 11 月設置変更許可、

2020 年 3 月設工認認可） 
また、敷地内の乾式貯蔵施設への搬出を計画している。（440tU 増容量、2021 年 4 月設
置変更許可、2025 年 4 月設工認認可、2025 年 5月設置工事開始） 

当面の対策を継続するとともに、使用済燃料の貯蔵状況等を勘案して、敷地内外
における乾式貯蔵施設等の貯蔵方策について検討する。 

川内 

現行の使用済燃料ピットを活用する。（使用済燃料ピット共用化：2024 年 12 月設置変
更許可、2025 年 8 月設工認認可） 

また、敷地内の乾式貯蔵施設への搬出を計画している。 
（260tU 増容量、2025 年 10 月設置変更許可申請、安全審査中） 

日本原子力発電 

敦賀 
リサイクル燃料備蓄センターへの搬出を計画している。 

（2024 年 11 月事業開始、3,000tU） 

リサイクル燃料備蓄センターへの搬出を計画している。 

（最終貯蔵量 5,000tU） 

東海第二 
既設の敷地内乾式貯蔵設備の活用（70tU 増容量）及びリサイクル燃料備蓄センターへ
の搬出を計画している。（2024 年 11 月事業開始、3,000tU） 

リサイクル燃料備蓄センターへの搬出を計画している。 
（最終貯蔵量 5,000tU） 

各社の使用済燃料対策方針 
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各社の使用済燃料貯蔵量 

  
電力会社 

  

  
発電所名 
  

2025 年 12 月末時点 試算値＜4サイクル(約 5年)後＞ 
１炉心 １取替分 法的要求

容量※1,2 
使用済燃料 
貯蔵量※1 

法的要求 
容量※1,2(A) 

使用済燃料 
貯蔵量(B)※1,3 

貯蔵割合 
(B)/(A)x100 

(ｔＵ) (ｔＵ) (ｔＵ) (ｔＵ) （ｔＵ） （ｔＵ） （％） 
北海道電力 泊 170 50 1,070 400 1,070 600 56 
東北電力 女川 200 40 860 490 1,100※4 650 59 

東通 130 30 440 100 440 220 50 
東京電力ＨＤ 
  
  

福島第一※5 580 140 2,260 2,130 2,260 2,130 94 

福島第二 0 0 1,880 1,650 1,880※6 1,650 88 
柏崎刈羽 960 230 2,910 2,340 2,920※7 2,920※8 100※8 

中部電力 浜岡 410 100 1,300※9 1,130 2,100※4 1,530 73 
北陸電力 志賀 210 50 740 150 740 350 47 
関西電力 
  
  

美浜 70 20 620 510 620 590 95 
高浜 290 100 1,730 1,550 1,730 1,730※8 100※8 
大飯 180 60 2,100 1,910 2,100 2,100※8 100※8 

中国電力 島根 100 20 700 480 700 560 80 
四国電力 伊方 70 20 1,010※9 790 1,460※10 870 60 
九州電力 
  

玄海 180 60 1,540 1,280   1,980※4 1,520 77 
川内 150 50 1,340 1,170 1,600※4 1,370 86 

日本原子力発電 
  

敦賀 90 30 910 630 910 750 82 
東海第二 130 30 440 370 510※10 490 96 

合計   3,920 1,030 21,840 17,090 24,120 20,030  
※１：各発電所における法的要求容量、使用済燃料貯蔵量であり、日本原燃、中間貯蔵施設は含んでいない。 
※２：法令要求上は、貯蔵容量から 1 炉心分を差し引いた容量が必要。なお、運転を終了したプラントについては、貯蔵容量（法的要求容量＋１炉心）と同じとしている。 
※３：各社の使用済燃料貯蔵量については、下記仮定の条件により算定した試算値であり、具体的な再稼働を前提としたものではない。 

○各発電所の全号機を対象。 
○貯蔵量は、２０２５年１２月末時点の使用済燃料貯蔵量に、４サイクル運転分の使用済燃料発生量（４取替分）を加えた値。（単純発生量のみを考慮。廃炉を決定した女川 1号機、福島第一、 

福島第二、浜岡１，２号機、美浜１，２号機、大飯１，２号機、伊方１，２号機、島根１号機、玄海１，２号機、敦賀１号機を除く） 
○１サイクルは、運転期間１３ヶ月、定期検査期間３ヶ月と仮定。（この場合、４サイクルは約５年となる） 

※４：女川２号機、浜岡４号機、玄海３，４号機、川内１，２号機については、乾式貯蔵施設の竣工後の法的要求容量予定値を記載。 
※５：福島第一については、廃炉作業中であり、第一回推進協議会時点（2015 年 9 月末値）を参考値とし、その後の廃炉作業に伴う乾式キャスク仮保管設備拡張等は除外している 
※６：福島第二については、廃炉作業中であり、廃炉作業のための乾式貯蔵施設の設置に伴う拡張は除外している 
※７：柏崎刈羽５号機については、使用済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の増強（リラッキング）に関する工事未実施であるが、工事完了後の法的要求容量予定値を記載。 
※８：柏崎刈羽、高浜、大飯については、４サイクル以内に法的要求容量に達する。（運転時期は未考慮）  
※９：浜岡１，２号炉、伊方１号炉については、廃止措置中で燃料搬出が完了しているため、法的要求容量から除外している。 
※10：東海第二については、乾式貯蔵キャスクを２４基（現状＋７基）、伊方 3号機については、乾式貯蔵キャスクを４５基（現状＋４１基）とした法的要求容量を記載。 
注） 四捨五入の関係で、合計値は、各項目を加算した数値と一致しない部分がある 
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○ 関西電力の「使用済燃料対策ロードマップ」 
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○ 各社の使用済燃料対策方針に基づく取り組み 
 現在までの対応状況 今後の予定 

各社共通 

○日本原燃六ヶ所再処理工場の早期竣工及び竣

工後の安全・安定操業に向け、設工認に係る

審査、安全対策工事、設工認に係る施設につ

いての検査、訓練、保安規定に対する支援を

実施。具体的には、電力各社の審査経験者等

を大幅増員して支援体制を強化するととも

に、専門性の高い分野に対しては、プロジェ

クトチームを編成し、日本原燃と一体となり

対応。また、2022 年 9 月に設置した「サイク

ル推進タスクフォース」のもと、技術面だけ

でなく、日本原燃上層部と連携し、課題を深

掘りし、早期に対策を実施する等のマネジメ

ント面での支援も実施中。至近では設工認に

係る審査においては、日本原燃のステアリン

グチームのサポートやプロジェクト管理の推

進助勢、溢水・防災など審査体制の強化に係

る支援者や、安全対策工事、検査、訓練、保

安規定の各業務の推進役となる支援者や、検

査における課題対応や、検査要領書作成など

に関する指導を行う要員などの派遣を行って

いる。 

○2019 年 4 月、原子力発電所敷地内における輸

送・貯蔵兼用乾式キャスクにおける使用済燃

料の貯蔵に関する技術基準が見直され、それ

に基づく施設の審査にて論点となった事項を

電力大で共有し、審査の中で対応を検討して

いる。 

○メーカの輸送・貯蔵兼用乾式キャスク（ＢＷ

Ｒ、ＰＷＲ）の型式証明・型式指定取得に際

し技術協力を実施。 

○使用済燃料対策の拡充を図る目的で、業界全

体の連携・協力として、東京電力ＨＤと日本

原子力発電が設立したリサイクル燃料貯蔵株

式会社（以下、「ＲＦＳ」という。）が建設を

進めているむつ中間貯蔵施設の共同利用の検

討に着手したいとの考えを、2020年12月、国

に報告し、青森県、むつ市に説明を行った。 

 

○六ヶ所再処理工場の早期竣工及び竣工

後の安全・安定操業に向け、電力各社

で連携しながら、引き続き支援を行っ

ていく。 
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 現在までの対応状況 今後の予定 

北海道電力 

○他社の貯蔵対策の情報収集や、乾式貯蔵キャ

スクに関わる電力大検討への参画など、各種

調査、検討を実施。 

○引き続き、他社の貯蔵対策の情報収集

や、各種調査、検討を実施していく。 

東北電力 

○2024 年 2 月、原子力規制委員会に対し、女川

原子力発電所 2 号機における乾式貯蔵施設の

設置に係る原子炉設置変更許可申請を実施。 

○2025 年 5 月、原子炉設置変更許可を取得。 

○2026 年 2 月、設工認申請。 

○乾式貯蔵施設の設置に係る審査対応を

着実に進めていく。 

東京電力ＨＤ 

○ＲＦＳの事業開始及び安定操業に向けた支援

を実施。 

※ＲＦＳの事業変更許可に係る審査状況 

・2020 年 11 月 11 日 使用済燃料貯蔵事業変更

許可を取得 

・2022 年 8 月 16 日 設工認変更認可を取得 

・2023 年 2 月 8 日 使用済燃料貯蔵事業変更許

可を取得（震源を特定せず策定する地震動に

よる基準地震動の追加ほか） 

・2023 年 6 月 22 日 設工認変更認可を取得（震

源を特定せず策定する地震動による基準地震

動の追加ほか） 

・2023 年 8 月 28 日 保安規定変更認可を取得

（事業開始段階） 

・2024 年 2 月 21 日 使用済燃料貯蔵事業変更許

可を取得（金属キャスクの追加） 

・2024 年 12 月 23 日 設工認変更認可を取得

（金属キャスクの追加） 

○2024 年 11 月 6 日 ＲＦＳ事業開始。 

○ＲＦＳの安定操業に向けた支援を継続

して実施。 

中部電力 

○2008年12月に使用済燃料乾式貯蔵施設の建設

計画を公表し、2015 年 1 月、原子力規制委員

会に対し、発電用原子炉設置変更許可申請。 

○2024年11月 使用済燃料乾式貯蔵施設の設計

方針を変更（貯蔵容量を 800 トンに変更）。 

 

○当面の対策を継続するとともに、使用

済燃料の貯蔵状況等を勘案して、敷地

内外における乾式貯蔵施設等の貯蔵方

策について検討する。 

○使用済燃料乾式貯蔵施設の発電用原子

炉設置変更許可を取得すべく、審査に

適切に対応する。(別紙参照) 

北陸電力 
○電力大での検討への参加、他電力の貯蔵対策

の把握等、貯蔵対策に係る情報収集を実施。 

○情報収集を継続実施。 
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 現在までの対応状況 今後の予定 

関西電力 

○2023 年 6 月、使用済ＭＯＸ燃料の再処理実証

研究に伴い使用済燃料、約２００トンを仏国

へ搬出する計画が確定。 

○2023年10月、使用済燃料対策を着実に実施し

ていくため、使用済燃料対策推進計画を補完

する指針として、使用済燃料対策ロードマッ

プを策定。 

○2025 年 2 月、六ヶ所再処理工場の新たな竣工

目標(2026 年度中)の公表に伴い、見直した使

用済燃料対策ロードマップを公表。使用済Ｍ

ＯＸ燃料の再処理実証研究に伴う使用済燃料

の搬出をさらに２００トンの搬出容量枠（合

計約４００トン）を確保。 

○「使用済燃料対策ロードマップ」に基

づき、着実に発電所が継続して運転で

きるよう、あらゆる可能性を組み合わ

せて、必要な搬出容量を確保する。

(別紙参照) 

 

中国電力 

○貯蔵対策に関する情報収集、電力大での検討

への参画等を行っている。 

○2023 年 8 月、上関町に中間貯蔵施設の設置に

係る調査・検討の実施について申し入れを行

い、了承された。 

〇2025 年 8 月、上関地点における中間貯蔵施設

の設置に係る立地可能性調査の結果、技術的

に対応できない問題はなく、立地は可能であ

ると判断した旨の報告書を上関町長に提出。 

〇2026 年 1 月、島根原子力発電所 2 号機におけ

るプルサーマル発電について、プルトニウム

利用の促進として、燃料加工メーカが中部電

力向けに製造し、所有・管理していたＭＯＸ

燃料 60 体の調達を実施することを公表。 

○中間貯蔵施設の設置に係る立地可能性

調査の結果を分かりやすく地域の皆様

にお知らせし、一層のご理解をいただ

けるよう取り組んでいく。(別紙参照) 

四国電力 

○2018 年 5 月、原子力規制委員会に対し、伊方

発電所における乾式貯蔵施設の設置に係る原

子炉設置変更許可申請。 

○2020 年 9 月、原子炉設置変更許可取得。 

○2021 年 1 月、設工認申請。 

〇2021 年 7 月、設工認認可。 

〇2025 年 7 月、乾式貯蔵施設の運用を開始 

(別紙参照) 

○乾式貯蔵施設への搬出を着実に進めて

いく。 
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 現在までの対応状況 今後の予定 

九州電力 

【玄海原子力発電所】 

○2019 年 1 月、原子力規制委員会に対し、使用

済燃料貯蔵設備の貯蔵能力の増強（リラッキ

ング）に係る原子炉設置変更許可申請書の補

正、並びに乾式貯蔵施設の設置に係る原子炉

設置変更許可申請を実施。(別紙参照) 

（リラッキング） 

○2019 年 11 月、原子炉設置変更許可取得。 

○2019 年 11 月、設工認申請。 

〇2020 年 3 月、設工認認可。 

〇2024 年 12 月、運用開始。 

（乾式貯蔵施設） 

○2021 年 4 月、原子炉設置変更許可取得。 

○2024 年 6 月、設工認申請。 

〇2025 年 4 月、設工認認可。 

○2025 年 5 月、玄海原子力発電所の乾式貯蔵施

設の設置工事を開始。 

【川内原子力発電所】 

〇2024 年 1 月、原子力規制委員会に対し、ピッ

ト共用化に係る原子炉設置変更許可申請を実

施。 

〇2024 年 12 月、原子炉設置変更許可取得。 

○2025 年 1 月、設工認申請。 

〇2025 年 8 月、設工認認可。 

○2025年10月、原子力規制委員会に対し、乾式

貯蔵施設の設置に係る原子炉設置変更許可申

請を実施。安全審査中。（別紙参照） 

【共通】 

○あわせて、乾式キャスクによる貯蔵につい

て、種々の技術的調査、検討を実施中。 

○乾式貯蔵施設の設置に係る審査対応を

着実に進めていく。 
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 現在までの対応状況 今後の予定 

日本原子力発電 

○ＲＦＳの事業開始及び安定操業に向けた支援

を実施。 

※ＲＦＳの事業変更許可に係る審査状況 

・2020 年 11 月 11 日 使用済燃料貯蔵事業変更

許可を取得 

・2022 年 8 月 16 日 設工認変更認可を取得 

・2023 年 2 月 8 日 使用済燃料貯蔵事業変更許

可を取得（震源を特定せず策定する地震動に

よる基準地震動の追加ほか） 

・2023 年 6 月 22 日 設工認変更認可を取得（震

源を特定せず策定する地震動による基準地震

動の追加ほか） 

・2023 年 8 月 28 日 保安規定変更認可を取得

（事業開始段階） 

・2024 年 2 月 21 日 使用済燃料貯蔵事業変更許

可を取得（金属キャスクの追加） 

・2024 年 12 月 23 日 設工認変更認可を取得

（金属キャスクの追加） 

○2024 年 11 月 6 日 ＲＦＳ事業開始。 

○メーカの中間貯蔵用輸送・貯蔵兼用乾式キャ

スク（ＢＷＲ、ＰＷＲ）の型式証明・型式指

定取得によりＢＷＲ及びＰＷＲの中間貯蔵用

キャスク採用の見通しが立った。 

・2024 年 9 月 18 日 核燃料輸送物設計承認を取

得。 

○ＲＦＳの安定操業に向けた支援を継続

して実施。 
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目標：2020 年代半ば頃に使用済燃料貯蔵容量の 4,000 トン程度の拡大 

     2030 年代頃に更に 2,000 トン程度、合わせて 6,000 トン程度の拡大にむけて取り組みを進める 

実績：リラッキング(九州),乾式貯蔵施設(四国),中間貯蔵施設(RFS)の 3,800 トン程度の拡大が図られている 

各社の使用済燃料対策方針の取り組み状況 
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○ 中部電力の取り組み状況 

 

○ 四国電力の取り組み状況 
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○ 九州電力の取り組み状況 
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○ 中国電力の取り組み状況 
・上関地点における使用済燃料中間貯蔵施設の設置に係る立地可能性調査結果の報告について 

 

・島根原子力発電所 2号機 プルサーマル発電の実施に向けた対応について 
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・動画コンテンツ 

「『使用済燃料中間貯蔵施設』の概要」に関する動画をＨＰに公開 

ＨＰアドレス：https://www.energia.co.jp/atom/interim_storage/index.html 

 

  

  

  
 

（内容） 

中間貯蔵施設の役割、乾式貯蔵方式の特長や安全性等について、わかりやすく紹介。 
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○ 東北電力の取り組み状況 
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○ 発電所敷地外施設（中間貯蔵施設）の操業状況 

＜施設の概要＞ 

（施設名）リサイクル燃料備蓄センター 

（所在地）青森県むつ市 

（運営会社）リサイクル燃料貯蔵株式会社 

（設立）2005 年 11 月、東京電力ＨＤと日本原子力発電により設立 

（貯蔵方式）乾式貯蔵方式 

（貯蔵容量）最大貯蔵能力約 3,000 トン、乾式キャスク 288 基 

（事業開始）2024 年 11 月 

 

＜操業状況：2026 年 1 月時点＞ 

（2025 年度搬入実績） 

 搬入量 

ＢＷＲ 2 基（24 トン） 

ＰＷＲ － 

 

（貯蔵状況） 

 貯蔵量 

ＢＷＲ 3 基（36 トン） 

ＰＷＲ － 

 

（2026 年度以降の搬入計画案） 

 搬入量 

 2026 年度 2027 年度 2028 年度 

ＢＷＲ 5 基（60トン） 6 基（69トン） 9 基（105 トン） 

ＰＷＲ － 1 基（10 トン） － 
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○ 使用済燃料貯蔵能力拡大に係る技術検討 
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○ 使用済燃料貯蔵能力拡大に係る理解活動の強化にむけた検討 
 

 現在までの対応状況 今後の予定 

各
社
共
通
の
取
り
組
み 

○自治体、地域団体等への訪問説明 

○報道機関への説明 

○テレビ・ラジオ特番、新聞広告を通じた情報発信 

○使用済燃料貯蔵対策に係る電事連パンフレットの制作（別

紙 1参照）及び各社ＰＲ施設等への設置・見学者への配

布、対外説明時の活用 

○使用済燃料貯蔵対策に係る動画コンテンツの制作・公開 

(別紙 1 参照) 

〇電事連広報誌による情報発信(別紙 1参照) 

〇各地域で開催される講演会等での原子燃料サイクル意義 

説明資料配布(別紙 1 参照) 

○各社ＨＰに使用済燃料の貯蔵量等の掲載など、積極的な情

報発信 

○各社の理解活動の進捗確認、良好事例の情報交換を実施 

○引き続き、自治体・地域団体等へ

の訪問説明による中間貯蔵の必要

性や安全性等に関する理解促進活

動を実施 

○引き続き、広報資料、ＨＰ等を通

じた情報発信を実施 

 

 

 

○引き続き、良好事例の共有を実施 

各
社
個
別
の
取
り
組
み 

○中間貯蔵施設・乾式貯蔵施設を利用した広報活動 

・東海第二発電所乾式貯蔵施設を利用した広報活動の実施

（日本原子力発電(別紙 2参照)） 

・伊方発電所乾式貯蔵施設を利用した広報活動の実施 

・中間貯蔵施設を利用した広報活動の実施 

（東京電力ＨＤ、日本原子力発電） 

○訪問対話活動において、対話項目の 1 つとして使用済燃料

対策等を説明中（東北、東京、関西、四国、九州） 

○広報資料・ＨＰの活用等を通じた理解促進 

【東北電力】 

・パンフレット・動画の制作、それらを活用した訪問説明 

・ＨＰでの情報発信 

・広報紙の新聞折込・ポスティング（立地自治体，ＵＰＺ

自治体向け） 
・地域紙への新聞広告掲載 

【中部電力】 

・ＨＰでの情報発信 

・発電所見学等での説明 

【関西電力】 

・パンフレット・ＤＶＤ等の制作、それらを活用した見学

会・訪問説明 

・ＨＰでの情報発信 

・Ｆａｃｅｂｏｏｋ・Ｘでの情報発信 

・ＰＲ施設での展示 

【四国電力】 

・伊方発電所ＰＲ施設での乾式貯蔵施設模型および乾式キ

ャスク模型の展示、説明 

・パンフレット等の制作、それらを活用した見学会での説

明 

・動画コンテンツを活用したＨＰでの情報発信および地元

のケーブルテレビでの放送 

○乾式貯蔵施設への各電力からの紹

介団体の視察等を継続して受入 

○パンフレットやダイレクトメール

による適時適切な情報発信及び対

話活動を継続実施する 

○広報資料･ＨＰの活用等を通じた理

解促進 

・引き続き、原子力見学会での説

明、講演会の開催、広報ツールの

発刊・更新、ＨＰ・ＳＮＳ等での

情報発信等を検討・実施していく 
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○ 電気事業連合会パンフレット「使用済燃料貯蔵対策の取り組み」 
（2016 年 3 月制作、2017 年 2 月・2021 年 12 月改定） 

 

 

○ 電気事業連合会のホームページ「原子燃料サイクルポータル」 
原子燃料サイクルの仕組みや現状をまとめた特設サイトを公開 
（2025 年 3 月 26 日） 

ＨＰアドレス：https://www.fepc.or.jp/sp/nuclearcycle/ 

（内容） 

原子力発電で使った燃料をリサイクルする原子燃料サイクルについて、ウ

ランの採掘から燃料の製造、原子力発電所での利用、使用済燃料の再処

理、廃棄物の処分までの流れや、日本が原子燃料サイクルを導入してきた

歴史について紹介。 
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○ 電気事業連合会の動画コンテンツ 
原子燃料サイクルや最終処分について中学生向けにわかりやすく説明する
動画コンテンツを公開（2025 年 12 月 12 日） 
https://fepc.enelearning.jp/teaching/energyacademy/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（内容） 
原子燃料サイクルや高レベル放射性廃棄物等の最終処分について、関係者
へのインタビューを通じて概要をわかりやすく紹介。 

 
原子燃料サイクルに関する動画 1本を公開（2023 年 3 月 31 日） 
https://www.youtube.com/watch?v=GaY5XPlzIUY 

 
（内容） 
原子燃料サイクルの意義やその確立に向けて取り組む日本原燃の社員を紹介。 
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「使用済燃料貯蔵対策についての取り組み」に関する動画 4本をＨＰに公開
（2016 年 11 月 30 日） 

使用済燃料の貯蔵方法：https://www.youtube.com/watch?v=9659rOfHY20 

使用済燃料の貯蔵能力拡大とその具体例：https://www.youtube.com/watch?v=FgIX75YTwhM 

キャスクの安全確保と運用：https://www.youtube.com/watch?v=vNzAFhBPCfM 

キャスクの輸送について：https://www.youtube.com/watch?v=9MuBUC6HBX4 

○使用済燃料の貯蔵方法（湿式と乾式） 

（2分 28 秒） 

  

○使用済燃料の貯蔵能力拡大とその具体例 

（2分 38 秒） 

  

○キャスクの安全確保と運用 

（5分 34 秒） 

   

○キャスクの輸送について 

（2分 27 秒） 

  

（内容） 
使用済燃料の貯蔵方法（湿式と乾式）から始まり、リラッキングとキャスクに
ついての解説、キャスクの安全機能や輸送方法までをわかりやすく説明。具体
的な貯蔵方法として、日本原子力発電株式会社東海第二発電所の乾式貯蔵施設
について紹介。 

 



添付資料 6 別紙 1(4) 

30 
 

○ 電気事業連合会の広報誌 
Enelog Vol.66（2024 年 9 月発行） 

 

（内容） 

リサイクル燃料備蓄センターや日本原燃の再処理工場などの進捗を紹介。 

 

Enelog Vol.56（2023 年 1 月発行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内容） 

日本原燃の再処理工場の現況やフランス・オラノ社 CEO のインタビューを掲載。 

 



添付資料 6 別紙 1(5) 

31 
 

 

○ 各地域で開催される講演会等での原子燃料サイクル意義説明資料配布 

各地域で開催されるエネルギー等に関する講演会等において、日本原燃と連携

して原子燃料サイクル意義説明資料を配布（年間約 3,000 枚配布見込） 
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○ 日本原子力発電による貯蔵設備を利用した広報活動 

 

 
 
〇ご視察回数：２０１５年１１月～２０２５年１０月末現在 のべ１３３５回 

およそ月に１０回のペースでご案内しております。 

 

 


